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※漁業用タール事件＝最三判 S30.10.18＝百選Ⅱ[第 8 版]1＝[第 9 版]1。 
※※同判決が問題となる局面 

履行不能と制限種類債権との関係については、⺠法 567 条 1 項 2 項の適用
がない範囲で問題となる。 

同判例は以上の他、制限種類債権では「目的物の良否は普通問題にならな
い」とするところ、学説上も種類債権と制限種類債権との差異は程度問題に
すぎないとされている。よって、本判決は契約不適合の契約解釈の場面の原
則的解釈基準として作用するだろう。 
 
・債務不履行責任 

―成立要件(予 H28、旧 S60、H5-2、H11-1、新 H19、H24) 

１ G は本件損害につき、S に対し、債務不履行に基づく損害賠
償請求(⺠法 415 条 1 項)を行うことが考えられる。 

その要件事実は同項本文より、➀債務、②債務不履行、③損
害、④因果関係であり、同項ただし書きの⑤免責事由は抗弁と
なる。 

(3) ③について。損害とは債務不履行がなかったならばあるべき
利益状態と現実の利益状態との価格差をいう。 

(4) ④について。因果関係は⺠法 416 条により判断する。同条 1
項の「通常生ずべき損害」とは、その種の債務不履行があれば
社会通念上一般に発生する範囲の損害をいう。同条 2 項の特別
の事情の予見可能性の有無は、公平の見地から、債務不履行時
の債務者を基準に判断する。 

※大一判 T7.8.27＝百選Ⅱ[第 8 版]7＝百選Ⅱ[第 9 版]7。 
※※通常損害と特別損害との区別 

「その種の債務不履行」とは契約類型に基づく判断である。例えば、買主
(G)が商人なら転売利益は通常損害だが、消費者なら特別損害といい得る。
いずれかの判断は微妙である。 
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→価格騰貴事例 
基準時後は損害賠償の範囲の問題として処理される(最一判 S47.4.20＝百選

Ⅱ[第 8 版]9＝百選Ⅱ[第 9 版]8 参照)。以下、基準時について検討する。 
・履行不能 

最判 S37.11.16 によれば、履行不能ならば履行不能時の時価が通常損害と
なり、価格騰貴分は特別損害となる。予見可能性の対象として、騰貴時の転
売可能性までは不要である(同判決、前掲最一判 S47.4.20＝百選Ⅱ[第 8 版]9
＝百選Ⅱ[第 9 版]8、同[第 9 版]解説 2(1))。 
・特定物売買の債務不履行解除 

最二判 S28.12.18＝百選Ⅱ[第 8 版]8 によれば、解除時の価格が通常損害と
なる。改正法化では解除権と填補賠償請求権とが並立するため、解除によっ
てはじめて損害賠償できるようになるわけではないが(同解説 1(3))、解除に
よって履行請求権が失われるのは改正前と同様であるため、同判決の結論を
維持することができる(百選Ⅱ[第 9 版]8 解説 2(2))。 
・代替物売買の債務不履行解除 

最二判 S36.4.28 によれば、履行期の時価が通常損害である。2 つの説明が
あり、原告(G)の選択にゆだねられるとの見解(S28 判決は解除時、S36 判決
は履行期で請求)、損害軽減義務（∵代替物なので他からすぐ入手可能）から
説明する見解がある(同解説 1(4))。 
※※※(契約締結後に生じた)想定外の事情の処理(予 R4) 

債務不履行責任が問題となる事例は、契約上明示的に規律されていない事
情が生じている場合が多い。そのような想定外の事情は、契約の実質的解釈
により黙示の合意として①債務や⑤特約による免責事由の中で処理するか、
④通常損害の因果関係や⑤取引上の社会通念による免責事由の中で考慮でき
る。特に、④⑤は社会通念を基準とするため、契約締結後の事情を直接考慮
しうる点で重要である。例えば、(S の)債務不履行後、損害回避減少措置が容
易なのに(G がこれを)行わなかった場合の拡大損害が通常損害に含まれない
とした最二判 H21.1.19＝百選Ⅱ[第 8 版]6＝[第 9 版]6 は、当該措置を行わな
かったことを「条理」に反する想定外の事情として④を否定した。 
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※※※※追完に代わる損害賠償請求の規律(予 R4) 
追完に代わる損害賠償請求に⺠法 415 条２項が適用されるか否かには争い

がある。これは、同項が適用されると追完請求を前置しなければならないか
らである。この点については、履行に代わる損害賠償請求との同質性を前提
に２項を適用する見解、(G による S に対する)催告(追完請求)の負担を強調
して１項を適用する見解などがあるが、1 項を適用する見解が一般的である。 
 

―履行補助者(新 H19、H25、H30) 

１ G は本件損害につき、S に対し、債務不履行に基づく損害賠
償請求(⺠法 415 条 1 項)を行うことが考えられる。 

S は G に対する本件債務の履行に際し、第三者の行為を用いて
いるから、いわゆる履行補助者の行為の位置づけが問題となる。 

(1) 履行補助者とは、債務の履行のために利用される他人をいう
ところ、債務不履行責任は契約責任であって履行補助者の過失
が債務者の過失と同視できるか否かは問題とならないから、契
約上、第三者の利用につき特に定めのない限り、履行補助者の行
為は、債権者との関係では債務者の行為と同視して検討する。 

 
※大三判 S4.3.30＝百選Ⅱ[第 8 版]5＝[第 9 版]5、同[第 9 版]解説 1(1)、3。 
※※問題となる局面 

当事者でない第三者の行為に直接起因して問題が起こった時に問題となる。
債務不履行責任の検討では、結果債務は⑤、手段債務では➀②の有無の中で
検討する。その他の場合、例えば危険負担の場面など(新 H30)でも、同様の
論証で言及すればよい。一方、監督指揮責任は自己の行為に基づく責任であ
り、本論点は問題とならない。 
※※※履行補助者該当性 
 そもそも債務者(S)が第三者を履行のため用いたと評価できなければ、履行
補助者に当たらない。この場合は、第三者による債権侵害＝不法行為責任の
問題である。  


